
専修大学社会科学研究所　社会科学年報　第 57 号　2023 年 3 月

― 191 ―

１．はじめに

2020年初頭から全世界を席巻したCOVID-19

禍は、この新型感染症に対する適切・効果的な

治療法・対応策・予防策が見いだせない中、国

際機関・各国も手探りで、その場しのぎの対応

策を模索することになった。公衆衛生を担う世

界保健機関WHOや各国保健当局のみならず、

非常時における社会・経済活動の抑制などの広

範囲な活動制限を、どの範囲で・適切なタイミ

ングで・どのような体制で進めるかについても、

暗中模索で対応せざるを得なかった。さらには、

こうした一連の措置の企画・実施に向けての体

制に関しては、世界的には、欧米のような「集

団免疫」志向型と、中国のような「強制隔離」

型、日本・韓国・台湾のような「社会全体での

自主抑制」型など、さまざまなバリエーション

がなお継続していて、その最終的な功罪、メ

リット・デメリットは、まだ決着がついていな

い。ただ、中村・田淵・徳田・渋谷（2022）に

よれば、「感染リスクが有意に低かったのは、

不要不急の外出を控えていた人と、清潔でない

手で目・鼻・口を触ることを避けていた人たち

だった」という、ごく当たり前の感染症予防策

の有効性も浮上している。

ともかく、強圧的な「ゼロコロナ政策」を頑

なにとってきた中国も、2022年12月半ばに、

「ゼロコロナ政策」を撤廃して非連続的に「集

団免疫」へと舵を切った。2022年11月末の中

国各地での「白紙革命」を渡りに船と、2022
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年12月にはそれまでの都市封鎖や徹底的な

PCR 検査などをなし崩しに撤廃したばかりか、

コロナ感染情報（感染者・死者数などの基本的

な数値）さえ実質的に非公表とし、世界保健機

関WHOや多くの諸国のみならず自国民からの

懸念・心配を無視し続けている。

日本でも2022年は初頭の第6波、夏の第7波

に引き続いて、11月以降2023年に至っても第8

波の兆しが増大している。決してウィズコロナ

やポストコロナを安心して語れる状況ではない。

2020年初頭の事態発生以降、情報収集・意思

決定はともに錯綜・混乱したが、当初は、首相

直属の内閣府主導だったが、1年半が経過した

時点で（ちょうど安倍・菅内閣から、2021年

10月の、岸田内閣への交代を背景に）、保健福

祉を所管する常設の厚生労働省を中心にした体

制への移管が、（明示的というよりは）実態的

に進められた。

本論では、事態の発生以来3年近くが経過し

た現時点（2023年1月）で、日本のCOVID-19

対応を時系列的に振り返り、その対策の特徴を

整理し、課題と問題点を抽出したい。ポイント

は、日本には特に第二次世界大戦後は、非常時

における対策が無く、仮にあったとしても部分

的・個別的・分散的で一貫性・体系性がなく、

実際に適用する際は継ぎはぎ的なものにならざ

るを得ない、という点である。筆者はすでに

「新型コロナウィルス感染症への対応：問題点

と課題」「非常時の政策と制度設計：COVID-19

対応を踏まえて」でこの問題全般を論じている
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が（原田（2021a）（2021c））、本論では、予算

措置・財政措置に焦点を当てて、その改善策を

提示し、今後想定される各種（自然災害、感染

症など）の非常事態への備えとしたい。

２．新型コロナ対策と数次の補正予
算・財政措置

２（１）．2019年度予算

2020年1月に判明して以降の補正予算・緊急

対応策は、2019年度予算でも3回に及んだ。

2019年度一般会計補正予算（第1号）は2020

年1月30日に成立し、追加支出額は3.2兆円、

項目は、災害からの復旧・復興と安全・安心の

構築、経済の下振れリスクを乗り越えようとす

る者への重点支援、未来への投資と東京オリン

ピック・パラリンピック後も見据えた経済活力

の維持・向上、その他の経費、既定経費の減額、

地方交付税交付金である。

第1弾の緊急対応策は、2020年2月13日に

（予備費103億円を講じ）総額153億円が準備さ

れた。内容は、帰国者等への支援　30億円、

国内感染対策の強化　65億円、水際対策の強

化　34億円、影響を受ける産業等への緊急対

策　6億円、国際連携の強化等　18億円、であ

る。

第2弾の緊急対応策は2020年3月10日に、財

政措置4308億円、金融措置総額1.6兆円が準備

され、内容は、感染拡大防止策と医療提供体制

の整備　486億円、学校の臨時休業に伴って生

じる課題への対応　2463億円、事業活動の縮

小や雇用への対応　1192億円、事態の変化に

即応した緊急措置等　168億円、である。同時

に、この新型コロナ感染症に新型インフルエン

ザ等対策特別措置法（特措法）（3月13日成立・

公布）が適用されることになり、この感染症対

策の法的な根拠が明確になった（結果的には、

この特措法に付随している制約・限界も抱える

ことになった）。

２（２）．2020年度予算

2019年度に引き続いて、2020年度だけでも3

回の補正予算が編成された。そもそも2020年

度当初予算（19年12月20日閣議決定、20年3

月27日成立）の総額は102兆6580億円である。

ここには、予備費5000億円は計上されているが、

当然だが、新型コロナウィルス感染症対策は含

まれていなかった。ただ、2019年度・20年度

予算では時限の「臨時・特別の措置」1.8兆円

（具体的には、消費税率引き上げに伴う公共事

業の積み増し0.9兆円、キャッシュレスポイン

ト還元0.3兆円・マイナポイント事業0.2兆円、

公立学校施設整備0.2兆円など）が計上されて

いた。この2020年度予算審議の最中に、新型

コロナウィルス感染症が突発的に蔓延しその対

策を講じる必要に迫られたため、当初は2019

年度予算内での緊急措置だったが、2020年度

補正予算の編成も急遽・同時に進められた。そ

の結果、2020年度1次補正予算（20年4月7日

閣議決定、20日変更、30日追加・成立）の総

額「新型コロナウィルス感染症緊急経済対策関

係経費」は25兆5655億円、うち、新型コロナ

ウィルス感染症対策予備費が1兆5000億円であ

る。2020年度2次補正予算（20年5月27日閣議

決定、6月12日成立）の総額「新型コロナウィ

ルス感染症対策関係経費」は31兆8171億円、

うち、新型コロナウィルス感染症対策予備費が

10兆円である。2020年度3次補正予算（20年

12月15日閣議決定、21年1月28日成立）の総

額は19兆1761億円、うち、「新型コロナウィル

ス感染症の拡大防止策」が4兆3581億円（「ポ

ストコロナに向けた経済構造の転換・好循環の

実現」11兆6766億円、「防災・現際、国土強靭

化の推進など安全・安心の確保」3兆1414億円）
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で、他に、新型コロナウィルス感染症対策予備

費を1兆8500億円減額した。

２（３）．2021年度予算

2021年度予算では、当初予算の段階（政府案、

20年12月21日）から、20年度予算で緊急的に

確保したコロナ予備費5兆円のほか、21年度予

算でもコロナ予備費5兆円を確保した。2020年

度3次補正予算（21年1月28日成立）で確保・

措置された、病床・宿泊療養施設や新型コロナ

をクチン接種体制の整備・接種等と合わせて、

多岐にわたる感染拡大防止策（感染症危機管理

体制・保健所体制の整備、感染症対策のための

診療報酬の臨時的措置、医療機器の国内生産能

力の増強など）を講じた。この他、一般予備費

として5000億円が計上されている。また、こ

の年度では、一般会計歳出内訳（当初）は、当

初予算案の時点から、前年度分（当初）も含め

て通常分と臨時・特別の措置に区分されていて、

どの費目・金額が減額の対象になっているかが

ある程度は推定できる（ただし、明確に対応し

てはいない）。

いずれにせよ、2021年度一般会計新型コロ

ナウィルス感染症対策予備費の使用実績は（予

備費閣議決定日：2021年8月27日）、ワクチン・

治療薬等1兆1029億円、その他3197億円で、

計1兆4226億円である。その結果、2021年度

予備費5兆円は、5月14日までの使用額は1兆

120億円で、8月27日決定後の残額は2兆5654

億円になる。

さらに、2021年度補正予算案が、21年11月

26日の臨時閣議で決まった。一般会計の追加

歳出の総額は補正予算として過去最大の35兆

9895億円で、4つの柱からなる経済対策が31兆

5627億円を占め、歳入不足分22兆580億円は

国債発行で賄う。その結果、2021年度の新規

国債発行額は当初予算での43兆5970億円と合

わせて65兆円超まで膨らみ、普通国債の残高

（2021年度末）は当初予算では990兆円と見込

んでいたのが1004兆円と膨らみ、財政悪化が

進行している。

２（４）．2022年度予算

2022年度当初予算案（2021年12月24日、閣

議決定）でも、新型コロナウィルス感染症対策

予備費が前年度と同様に5兆円措置され、新型

コロナ医療対応等を行う医療機関の看護職や、

介護、保育、幼児教育などの現場での従事者へ

の診療報酬等による対応を通じて、給与を3％

引き上げるなどの分配面の改善を進めこととさ

れた（他に、一般予備費として5000億円が計

上）。こうした中、2022年2月24日にはロシア

のウクライナ侵攻が開始され、それ以降、国際

政治の流動化や資源エネルギー需給の逼迫・価

格の高騰などが全世界を覆うに至り、予算執行

上も、こうした要素を組み込んだ補正予算を追

加的に講じる必要が生じた。その結果、2022

年度1次補正予算（22年5月31日成立）では、

これまでの「新型コロナウィルス感染症対策予

備費」は「新型コロナウィルス感染症および原

油価格・物価高騰対策予備費」に使途が拡大さ

れ、追加額は1兆1200億円で、当初予算額5兆

円を加えると、計6兆1200億円に上った（しか

し、補正概算決定時における新型コロナウィル

ス感染症および原油価格・物価高騰対策予備費

残額（補正後）は5兆30億円、一般予備費残額

（補正後）は5055億円である）。さらに、2022

年度2次補正予算（22年11月8日成立）では、

「今後への備え」として、新型コロナウィルス

感染症および原油価格・物価高騰対策予備費に

3兆7400億円、ウクライナ情勢経済緊急対応予

備費に1兆円で、計4兆7400億円が措置（追加）

された。その結果、2022年度改正後（２次）

補正後の予備費は11兆7600億円（うち、新型
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コロナウィルス感染症および原油価格・物価高

騰対策予備費9兆8600億円、ウクライナ情勢経

済緊急対応予備費1兆円、一般予備費9000億

円）となった。

さらに、2023年度当初予算案（2022年12月

23日閣議決定）では、予備費5兆5000億円（う

ち、新型コロナウィルス感染症および原油価

格・物価高騰対策予備費4兆円、ウクライナ情

勢経済緊急対応予備費1兆円、一般予備費5000

億円）が計上された。

２（５）．予備費の活用と使用実績

このように財政措置としては相当な項目と規

模で2020年度・21年度・22年度の当初予算お

よび補正予算が編成されているわけだが、その

実施面ではどうだろうか。ここで注目されるの

は、類例を見ない規模の予備費（追加）が設定

されたことである。そもそも、第二次世界大戦

後の日本財政の大原則である財政民主主義に立

てば、予算の使途はあらかじめ国会の議決を得

ていなくてはならない。しかし予備費は、その

例外的な扱いとして、日本国憲法第7章第87条

でも認められている。その支出は内閣の責任で

なされるものの、すべての支出は事後に国会の

承諾を得なくてはならない、とされている。以

下では、内閣が国会に提出した説明資料を基に

使用実績を確認しておこう。

表１「一般会計新型コロナウィルス感染症対

策予備費使用実績」によると、2020年度1次補

正では1兆5000億円、2次補正では10兆円がそ

れぞれに設定（追加）されたが、3次補正では

一転、1兆8500億円の減額修正がなされた。要

するに、2020年度予算でのコロナ対策の予備

費は、総額9兆6500億円だが、その使用実績は

9兆1420億円で、残額は5080億円である（2021

年3月23日現在、閣議決定）。

2021年度予算（表２）では、予備費の総額5

兆円のうち、使用実績は4兆6186億円に達し、

残額は3814億円である（2022年3月25日現在、

閣議決定）。

2022年度予算（表３）では、予備費の総額

は5兆円だが、1次補正追加額（22年5月31日

成立）が1兆1200億円あり、加えて、この1次

補正から予備費の使途は「新型コロナウィルス

感染症対策予備費」から「新型コロナウィルス

感染症および原油価格・物価高騰対策予備費」

へと使途が拡大された。このうち、当初予算で

対応していた2022年4月28日時点では1兆

1171億円がコロナ対策に向けられたが、1次補

正後の22年9月20日時点の閣議決定では1兆

2266億円がコロナ対策に充当されている。し

たがって、22年度予算でのコロナ対策予備費

使用実績は2兆3437億円になる。

このように、新型コロナウィルス対策で国が

2019 ～ 20年度に計上したのは（予備費を含め

て）総額65兆4165億円に上ったが、そのうち

実際に使われたのは65％の42兆5602億円にと

どまったことが、会計検査院の調査で明らかに

なった（『毎日新聞』2021年11月6日）。22兆

8560億円が未執行で、大半の21兆7796億円が

翌年度に繰り越され、1兆763億円が不用額と

された。各省庁がコロナ関連と分類した854事

業のうち、コロナ対策に充てられたことが明確

で分析可能な770事業の執行状況を調査した結

果、未執行が最多だったのは経済・雇用対策

（269事業）で、46兆1529億円のうち13兆円余

が繰り越された。このように、使い残した予算

は予備費の場合、一つは翌年度繰越額として明

記され、他は不用額（使い切れずに支出をあき

らめた）となる。問題は、この予備費が他の歳

出予算額（使途があらかじめ国会で承認されて

いるもの）と混ざった形でしか実際に使用され

た額が分からない点である。支出済歳出額（決

算段階で使用した額）のうち歳出予算額と予備
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表１　令和 2年度（2020）一般会計新型コロナウィルス感染症対策予備費使用実績
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表２　令和 3年度（2021）一般会計新型コロナウィルス感染症対策予備費使用実績

費の内訳は区分されていない。こうした混在し

た事態を想定してない会計処理のルール・慣行

が継続している、と言わざるを得ない。

たとえば、「更なる病床確保のための新型コ

ロナ患者の入院受入医療機関への緊急支援」の

感染症対策費2693億円として「新型コロナウィ

ルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事

業補助金」2688億円が実施された（2020年12

月25日、閣議決定）。決算報告書から読み取れ

るのは、新型コロナウィルス感染症医療提供体

制確保支援補助金は、歳出予算額（全額、2020

年度3次補正予算）1758億円、予備費5483億

円（閣議決定：2020年9月15日2795億円と12

月25日2688億円）を合わせた額で（他に、前

年度繰越額と流用等増減額）、歳出予算現額

7242億円となる。これが2020年度で使用でき

る上限となり、決算段階で支出が完了したもの

が支出済歳出額2677億円となる。そのうち翌

年度繰越額は4481億円で、残りの84億円は不

用額となっている1。この補助金は、コロナ病

床を稼働させるための空床補償を狙いとしたも

のだが、実際には、医療機関にとって補助金ビ
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表３　令和 4年度（2022）一般会計新型コロナウィルス感染症および原油価格・
� 物価高騰対策予備費使用実績

ジネスとなっていた気配がある。それを窺わせ

るものとして、全国・2022年度の国立病院140

の利益総額は576億円（21年度は20億円強の

黒字）、公立病院は1251億円の黒字になってい

る（21年度は赤字）（TBSテレビ『報道特集』、

2022年6月25日21：10）。

地方自治体向けの地方創生臨時交付金（3事

業）は7兆8792億円が計上されたが、執行率は

約33％にとどまり、5兆2640億円が繰り越し

だった。この地方創生臨時交付金は2020年度
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に創設され、22年12月までに計17兆1260億円

が予算計上されたが、約3割の市町村が無条件

に一律交付を進める他に、キャッシュレス決済

時のポイント還元も過熱している（『日本経済

新聞』2022年12月7日）。

一方、国の特別会計では、巨額の予備費が塩

漬けになっている（『日本経済新聞』2022年12

月1日）。予算計上した予備費は国会審議を経ず、

内閣の判断で使えるため、規律が働きにくい。

一般会計では2014 ～ 19年度の最大が年5737億

円に対して、新型コロナウィルス対策で20 ～

21年度は計15兆6500億円に達した。2014 ～

21年度の特別会計では、13特会のうち11特会

で、毎年度計8000億年程度の予算を計上して

いるが、平均2％しか使われず、多くが滞留し

ている。こうした使い残しは「不用額」となり、

11特会の不用額の歳出予算との比率は5.4％で、

一般会計の3倍におよぶ。この不用額は、一般

会計では国庫に戻すが、多くの特別会計では翌

年度に繰り越したり、積み立てたりする。資金

が塩漬けと評されるゆえんである。こうした状

況が、コロナウィルス対策の一般会計予備費で

も生じかねない可能性がある。

このように様々な課題を含みながら進行して

いる新型コロナウィルス感染症対策だが、これ

以外にやり方・進め方はなかったのかどうか。

東日本大震災の際の対応を貴重な前例として、

確認・整理しておきたい。

３．東日本大震災のケース

３（１）．復興庁の設置と延長

日本では、このような非常事態の際、これま

ではどのように対処したのだろうか。東日本大

震災の場合はどうだったろうか。東日本大震災

はいわば自然災害の典型的な事例だ。これに対

しては、当時の政府（菅・民主党政権）は、ま

ず、第177回国会で2011年6月20日に東日本大

震災復興基本法を議員立法で成立させ、6月24

日には内閣府（防災担当）から東日本大震災に

よるストック（建築物、ライフライン施設、社

会基盤施設等）の被害額が約16.9兆円との推計

結果が示され、翌25日に東日本大震災復興構

想会議（議長：五百旗頭真）で『復興への提言

―悲惨のなかの希望―』が取りまとめられたこ

とを踏まえて、「東日本最震災からの復興の基

本方針」（2011年7月29日東日本大震災復興対

策本部決定、同年8月11日改定。復興期間を

10年間とし、前半5年間を「集中復興期間」と

位置付けた）で、国の復興施策を既存省庁の枠

組みを超えて地方自治体のニーズにワンストッ

プで対応できるようにするための仕組みを明示

した。それに基づいて、復興庁（復興庁設置法

は第179回国会の2011年12月9日に成立し、翌

2012年2月10日開庁）の設置とともに、東日

本大震災復興特別会計（2012年度以降）を新

設した2。

このように復興事業については、前半5年

（2011年度～ 15年度）は「集中復興期間」とさ

れたが、復興推進会議（2015年6月24日）で、

後半5年（2016年度～ 20年度）を「復興・創

生期間」と位置付けた。復興庁については、設

置法第21条で2020年年度末までに廃止するも

のと定められたが、復興庁の設置期限が近付く

につれて、復興庁設置期間終了後の同庁の存廃

の是非や後継組織の在り方をめぐって、さまざ

まな議論が交わされた。一つの考えは、復興と

防災の両方を担う復興・防災庁（省）の設置で

ある。その際の念頭には、米国連邦緊急事態管

理局（FEMA）のような、災害全般への備えと

対応がイメージされた。他には、現行の復興庁

ないしその機能を存続させるべきだ、という現

場からの声もあった。また、大震災の被災地で

も、地震・津波被災地域と原子力災害被災地機
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では被害や復興の状況に大きな差異があり、そ

れをどう扱うべきかという課題もあった3。

特に、防災機能を統合する場合には権限と組

織が膨大になり、主として予防的な要素の強い

防災と、災害が発生してからの対応が主となる

復興とは役割が異なり、平時での調整・役割分

担がスムーズに進むかどうか疑問視もされた。

復興庁の設置根拠は、復興庁設置法（2011年

11月9日に成立、11年法律第125号、12年2月

10日施行）それ自体にあり、国家行政組織法

（1948年法律第120号）や内閣府設置法（1999

年法律89号）ではないことから、独立性が高く、

制度上は各省より一段高い立場で機能すること

になっている。しかし現実に、そのように機能

しているかどうかはかなり疑問である4。

このように相当な課題を含んだ復興事業およ

び復興庁ではあるが、「東日本大震災からの復

興の基本方針」（2021年3月9日、閣議決定）

によれば、発災から10年の進展と課題を踏まえ、

東日本大震災復興基本法第3条に基づき、2021

年度～ 25年度の「第2期復興・創生期間」以

降における、各分野の取り組み、復興を支える

仕組み・組織等の方針を次のように規定した。

（１）地震津波被災地域では、復興の「総仕上

げ」の段階にあり、第2期に復興事業がその役

割を全うすることを目指す。（２）原子力災害

被災地域では、引き続き、国が前面に立ち、中

長期的な対応が必要で、当面10年間は本格的

な復興・再生に向けて取り組む。事業規模・財

源としては15年間（2011年度～ 25年度）で

32.9兆円を想定し（原子力災害地域では必要に

応じて見直す）、組織としては復興庁（岩手・

宮城復興局は沿岸の釜石・石巻に移転）を10

年延長するものとした。

３（２）．東日本大震災復興特別会計

このような体制の下で、東日本大震災復興特

別会計も2012年度以降運営されており、国会

に報告された復興庁『東日本大震災からの復興

の状況と取組』（2021年12月6日）によれば、

事業規模については、2011年度～ 20年度まで

の10年間における復旧・復興事業費は31.3兆

円とされ、第2期復興・創生期間（2021年度～

25年度）における復旧・復興事業費は1.6兆円

と見込まれ、全15年間（2011年度～ 25年度）

では合計32.9兆円と推定された。その復興財源

については、2011年度～ 20年度の10年間で32

兆円程度の財源が充当されていて、復興特別所

得税収や税外収入の実績を踏まえると全15年

間で32.9兆円程度で、事業規模に見合うものと

見込んでいる。なお、この財源として復興期間

中に発行された復興債については、復興特別所

得税収などを償還財源として2037年度までに

償還するものとされている。

３（３）．復興債

この復興事業財源のうち復興債については、

以下のような特徴がある。（１）発行は「集中

復興期間（2011年度～ 15年度）」に限定。（２）

償還期間は借換債を含めて25年間で、全体と

して2037年度までに償還。（３）財源は復旧・

復興費用のみに充当。（４）発行時に償還財源

を確定。（５）管理は東日本大震災復興特別会

計で行い、他の公債とは区分、などである。

要するに、復興事業の財源としてはまずは復

興債で対応するが、復興特別税収等が見込める

状況になれば、その税収を償還財源に順次充当

するというシナリオである。復興債の償還に

60年償還ルールを適用しないのは、「東日本大

震災からの復興の基本方針」（2011年6月20日

に議員立法で制定された東日本大震災復興基本

法に基づき、7月29日策定・8月11日改定）に

おいて、復興のための財源については「次の世

代に負担を先送りすることなく、今を生きる世
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代全体で連帯し負担を分かち合う」とされて、

特定の償還財源（法人税、所得税、個人住民税

に税率がそれぞれ上乗せされる）が確保された

ためである。具体的には、各年度に償還を迎え

る復興債（借換債の復興債分を含む）のうち、

復興特別税収等（復興特別法人税は2012年度

から14年度まで税率10％の追加徴収。復興特

別所得税は2013年初から25年間、税率を2.1％

上乗せ。個人住民税均等割は2014年度から10

年間、税額を1000円引き上げる）を財源に、

東日本大震災復興特別会計から国債整理基金特

別会計に繰り入れられる金額や、国債整理基金

特別会計に所属する株式の売却収入等に相当す

る額については現金償還を行い、それを超える

部分については借換債を発行する。このように

毎年度、現金償還と借換えを繰り返しながら、

2037年度までに全体として償還を終了させる、

ことになっている5。

３（４）．国会事故調

東日本大震災の場合、福島第一原子力発電所

での甚大な事故が連動したこともその後の復旧

復興を進めるうえでも、深刻な問題・課題を投

げかけている。実は、「第2期復興・創生期間」

を担うべく延長された復興庁でも、その対象地

域が地震・津波被災地域と原子力災害被災地域

では基本姿勢や各分野の取組も異なっている。

15年間（2011年度～ 25年度）で32.9兆円程度

と想定される事業規模も、原子力災害被災地域

での新たな課題やニーズ次第では嵩上げが避け

られない。実際、2011年度～ 2020年度の東日

本大震災復興関連予算の執行状況は、支出済歳

出額38.2兆円、執行見込額は38.6兆円だが、同

期間の復興財源フレーム対象経費（復興事業費

から東京電力への求償対象経費、復興債償還費

等を除外したもの）の執行見込額は31.1兆円程

度である。つまり、原子力災害被災地域での継

続的・波及的に生じる被害の程度は、容易に推

定しがたい。原子力災害被災地域ではこれから

も深く長期の取り組みが求められる所以である。

いわゆる国会事故調は、2011年10月30日に

施行された東京電力福島原子力発電所事故調査

委員会法で設置された委員会で、委員長および

委員10名が同年12月8日、国会の承認を得て

衆参両議院の議長により任命された。つまり、

東日本大震災により発災した原子力発電所事故

は深刻なるがゆえに、他の地震・津波被災地と

は異なる理解と分析・推定が必要だと国会も判

断したことから、国会における第三者機関によ

る事故調査という憲政史上初めての取組にチャ

レンジした。国会事故調は、国権の最高機関で

ある国会からの全面的な支援の下、こうした課

題に真正面から取り組み、限られた時間と陣容

ではあれ、積極的に切り込んだ。その結果、ス

タートから1年半後（2012年6月28日）に、

『調査報告書』を衆参両院の議長に報告してい

る。この体制（国会における第三者機関による

調査・切り込み）は、非常に有効で、今後のこ

の種の全国規模での事故が生じた場合には、是

非とも再現・前例にすべきだとの経験知をもた

らした。

４．国債の償還ルール

４（１）．均衡財政主義から国債を抱えた財政

へ

そもそも日本の財政法（1947年3月31日法

律第34号）では、第二次世界大戦当時の軍事

予算膨張に歯止めをかけられなかったことへの

反省から、均衡財政主義をとっている。それを

裏付けているのが財政法第4条で、「国の歳出は、

公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源と

しなければならない。ただし、公共事業、出資

金及び貸付金の財源については、国会の議決を
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経た金額の範囲で、公債を発行し又は借入金を

なすことができる。」と規定されている。この

ように財政法では、特例国債（いわゆる赤字国

債）の発行は認められておらず、特例国債を発

行する年度においては、その年度ごとに特例公

債法が制定されなくてはならない。

第二次世界大戦後の財政運営はこの財政法の

規定に基づき均衡財政が貫かれていたが、東京

オリンピック（1964年10月）の建設ラッシュ

とその直後の景気減速は、歳入不足により財政

運営を著しく困難にした。それを回避すべく、

1965年度に初めて国債（歳入補填債）が発行

された6。発行額は1972億円で、償還期間は7

年である。翌年度（1966年度）は当初予算の

段階から国債発行が予定され、4条債（いわゆ

る建設国債）が6656億円発行された。この時

の償還期間は60年で、これ以降の建設国債は

（さらには、1975年度以降の特例国債や1985年

度以降の借換債も）すべてこの60年償還ルー

ルが適用されている7。

４（２）．国債の60年償還ルール

ここで国債の60年償還ルールについて、そ

の導入と推移・現状を整理しておこう。この制

度の仕組み・運用については、現状では、財務

省が（2004年度以降）毎年7月に公表している

『債務管理レポート―国の債務管理と公的債務

の現状―』が、有益な情報源である。ここでは

2022年度版（特に第Ⅱ編第1章）を基に、経緯

と現状を整理しておく。

国債の償還は、現状では（1985年度に償還

を迎えた分以降は）、借換債を含めて、60年で

償還し終えるという、いわゆる「60年償還ルー

ル」が採られている。このルールは、建設国債

の見合資産（政府が公共事業などを通じて建設

した建築物など）の平均的な効用発揮期間が

60年であることから、この期間内に現金償還

を終了するという考え方に基づいている8。こ

のことから、国債整理基金特別会計への償還財

源の毎年度の繰入は、ほぼ60分の1に相当する

1.6％の定率繰入とされている。

具体的には、図１のように、ある年度に600

図１　借換債による公債償還の仕組み「60年償還ルール」

出典：財務省『債務管理レポート 2022 年度版』2022 年 7 月 8 日
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億円の国債をすべて10年固定利付国債で発行

したとすれば、10年（＝60年の1/6）後の満期

到来時には、100億円（＝600億円の1/6）を現

金償還し、残りの500億円は借換債を発行する。

この借換債も10年固定利付国債で発行すれば、

さらにその10年後には再び当初発行額600億円

の1/6である100億年を現金償還し、残りの400

億円は再び借換債を発行する。これを繰り返せ

ば、当初の発効から60年後には国債はすべて

現金償還される。つまり、国債の個々の保有者

に対しては、満期時には、必ず現金で償還され

る。

ただし、こうした毎年度定率繰入を行っても、

毎年度の定率繰入額は毎年度期首の国債発行残

高から算出されるため、国債発行残高の減少に

伴って減少し、定率繰入だけでは現金償還額が

手当てできない。そのため、剰余金繰入や予算

繰入、株式の売却収入等の財源を補完的に組み

合わせて、現金償還している。その部分が、図

１下部の「不足額」に相当する。

この60年償還ルールは確かに、建設国債に

ついては、その裏付けとなる見合資産もあるこ

とで、一定の合理性がある。その当時の国会審

議（第58回国会参議院大蔵委員会第11号、

1968年4月4日）で相沢英之大蔵省主計局次長

は、償却資産の耐用年数は50 ～ 60年、永久資

産で償却を考える必要がない土地の割合は約2

割なので、これらを総合すると大体60年が公

債見合資産の平均効用発揮期間になる、と答弁

している。したがって、第二次世界大戦後初め

て、恒常的に国債が発行されるに至った1966

年度以降の建設国債の償還については、妥当な

ルールといえる。しかし、1965年に第二次世

界大戦後初めて緊急避難的に発行された国債

（歳入補填債）や、その後1975年度以降に常態

化した特例国債の償還は、当時は特例国債の借

換が禁じられていたため、当然だが、この60

年ルールとは異なっていた。例えば、戦後初め

ての国債（歳入補填債）（1965年）は7年国債

である。この他に、60年償還ルールが適用さ

れていない事例として、湾岸特例国債（1990

年度に発行）は1994年度までの4年間で償還す

るとされ実際に全額償還された。減額特例国債

（1994 ～ 96年度に実施した所得税の特別減税

等に伴い発行）のうち、20年間で償還すると

されている分については、2017年度までに全

額償還されている。2011年度以降に発行され

た復興債は、借換債も含めて、全体として

2037年度までに現金償還するための償還財源

（復興特別所得税など）も設定されている。年

金特例国債（2012 ～ 13年度に発行）は、その

借換債を含めて、全体として2033年度までに

償還することとされている。

しかし、特例国債の償還に関するこの抑制的

な償還ルールは、1985年度以降に償還を迎え

た分には、適用されなくなった。特例国債に対

しても、建設国債と同様に60年償還ルールが

一律に適用されることになり、その後は、償還

ルールの適用に関しては建設国債と特例国債の

間に差はなくなり、現状に至っている。このよ

うな拡大解釈ならびに運用については、相当な

批判がある9。

このように大量の借換リスクを評価する際の

指標として、「ストックベースの平均償還年限」

が重視されている。この指標は、残高のある銘

柄の残存期間を加重平均して算出した、国債発

行残高全体の状況を表す指標である。日本の平

均償還年限は2021年度末が9.0年で、2003年度

末の4.9年をボトムに、長期化が進んでいる。

イギリスでは、超長期ゾーンの発行割合が高い

こともあり、約15年と世界的にも突出して高

いが、アメリカ、ドイツ、フランスでは、5～

8年の範囲である。



非常時における予算・財政措置の見直し：COVID-19対策を契機に

― 203 ―

４（２）．諸外国の国債管理政策

財務省理財局「国の債務管理の在り方に関す

る懇談会」第36回（2015年4月17日）、資料④

－2「諸外国の債務管理政策等について」の

「諸外国の債務管理（公債制度編）」（未定稿）

には、日本以外の主要先進諸国（アメリカ、イ

ギリス、フランス。ドイツ、イタリア）はいず

れも、国債の償還ルールは「黒字になれば償還

（明示的なルールなし）」で、借換財源は「国債

発行により調達」と明記されている。ただ日本

のみが、償還ルールは「財政赤字でも償還（一

般会計からの繰り入れにより、60年かけて公

債（建設、特例）を償還（60年償還ルール））

で、借換財源は「借換債の発行、一般会計から

の償還費の繰り入れにより調達」と明示されて

いる。この資料はそれまでも同様に公表されて

いたが、その後この部分が削除されて公表され

ているが、この日本財政（硬直的な国債償還

ルールの）の特殊性を、少なくとも当時の財務

省は認識していたはずである10。

なお、財務省理財局「国の債務管理の在り方

に関する懇談会」は、2004年11月以降、「国債

管理政策の現状と課題―論点整理―」（2009年

12月）や「議論の整理」（2014年6月）を行っ

てきたが、第54回（2021年6月24日）をもっ

て終了した。その1年後の2022年6月13日に、

「国の債務管理に関する研究会」第1回が開催

され、国債管理政策が基本的な考え方（確実か

つ円滑な発行、中長期的な調達コストの抑制）

に基づき運営されているかどうかをチェックす

る仕組みとなっている。

５．むすび

東日本大震災が東北地方太平洋沿岸での

1000年に一度の巨大地震・津波だとすれば、

東南海地方での発生が予想される東海トラフ地

震の被害もその規模に達する可能性がある。東

日本大震災での経験・措置は、この東海トラフ

地震の際にも踏襲されて、再び措置される可能

性が高い。

筆者の理解では、今回のCOVID-19禍でも、

東日本大震災時に実施・導入された非常事態措

置を適宜（そのままではないにせよ）適用すべ

きだった。かつ、その際の措置は、新型感染症

対策庁（臨時・時限）の設置、特別会計の設定、

特別公債（元金は返済せず、利払費のみを支払

う）の発行、さらには国会からの委託による第

三者機関による事後調査などで、構成されるべ

きである。これらについては、すでに原田

（2021a）（2021c）で展開しているので、本論で

は再論しない。

また、本論では、非常事態の対象を自然災害

（地震・津波、台風など）、感染症（新型コロナ

ウィルス感染症など）に限定していた。しかし

非常事態にはその他に、国土・経済安全保障に

関わるものもある。これはこれで重要なテーマ

だが、本論で取り扱うことはできなかった。機

会を改めて論じたい。
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